
第   号議案  

神戸市都市公園条例の一部を改正する条例の件  

神戸市都市公園条例の一部を改正する条例を次のように制定する。  

令和７年５月 26日提出  

神戸市長  久   元   喜   造  

神戸市都市公園条例の一部を改正する条例  

神戸市都市公園条例（昭和 33年３月条例第 54号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（公園施設の設置基準）  （公園施設の設置基準）  

第３条の３  法第４条第１項本文の条

例で定める割合は、100分の２（王子

公園にあっては、100分の５）とする。 

２  令第６条第１項第１号に掲げる場

合に関する法第４条第１項ただし書

の条例で定める範囲は、同号に規定

する建築物に限り、当該公園の敷地

面積の 100分の 10（王子公園にあって

は、100分の 14）を限度として前項の

規定により認められる建築面積を超

えることができることとする。

３ 令第６条第１項第２号に掲げる場

第３条の３  法第４条第１項本文の条

例 で 定 め る 割 合 は 、 1 0 0分 の ２ と す

る。  

２  法第４条第１項ただし書の条例で

定める範囲は、令第６条第２項から

第６項までに定めるところによる。
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合に関する法第４条第１項ただし書

の条例で定める範囲は、同号に規定

する建築物に限り、当該公園の敷地

面 積 の 1 0 0分 の 2 0を 限 度 と し て 第 １

項の規定により認められる建築面積

を超えることができることとする。  

４  令第６条第６項に規定する場合に

関する法第５条の９第１項の規定に

より読み替えて適用する法第４条第

１項ただし書に規定する条例で定め

る範囲は、令第６条第６項に規定す

る建築物に限り、当該公園の敷地面

積 の 1 0 0分 の 1 0を 限 度 と し て 第 １ 項

の規定により認められる建築面積を

超えることができることとする。  

５  令第６条第１項第３号に掲げる場

合に関する法第４条第１項ただし書

の条例で定める範囲は、同号に規定

する建築物に限り、当該公園の敷地

面 積 の 1 0 0分 の 1 0を 限 度 と し て 前 各

項の規定により認められる建築面積

を超えることができることとする。  

６  令第６条第１項第４号に掲げる場

合に関する法第４条第１項ただし書

の条例で定める範囲は、同号に規定

する建築物に限り、当該公園の敷地

面 積 の 1 0 0分 の ２ を 限 度 と し て 前 各

項の規定により認められる建築面積

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



を超えることができることとする。  

７  令第８条第１項の条例で定める割

合は、 100分の 50とする。  

 

３  令第８条第１項の条例で定める割

合は、 100分の 50とする。  

（利用の許可）  （利用の許可）  

第８条  ［略］  第８条  ［略］  

２  次の表に掲げる公園施設において

広告の表示をしようとする者は、第

６条の規定にかかわらず、市長の許

可を受けて、広告の表示をすること

ができる。  

王子公園陸上補助競技場  御崎公園

球技場  御崎公園第２球技場  しあ

わせの森陸上競技場  しあわせの森

球技場  しあわせの森テニスコート

 北神戸田園スポーツ公園野球場  

北神戸田園スポーツ公園体育館  北

神戸田園スポーツ公園球技場  神戸

総合運動公園野球場  神戸総合運動

公園陸上競技場  神戸総合運動公園

陸上補助競技場  神戸総合運動公園

球技場  神戸総合運動公園第２球技

場  神戸総合運動公園テニスコート

 神戸総合運動公園体育館  神戸総

合運動公園補助体育館  神戸総合運

動公園野外ステージ  

 

２  次の表に掲げる公園施設において

広告の表示をしようとする者は、第

６条の規定にかかわらず、市長の許

可を受けて、広告の表示をすること

ができる。  

王子公園陸上競技場  王子公園陸上

補助競技場  王子公園プール  御崎

公園球技場  御崎公園第２球技場  

しあわせの森陸上競技場  しあわせ

の森球技場  しあわせの森テニスコ

ート  北神戸田園スポーツ公園野球

場  北神戸田園スポーツ公園体育館

 北神戸田園スポーツ公園球技場  

神戸総合運動公園野球場  神戸総合

運動公園陸上競技場  神戸総合運動

公園陸上補助競技場  神戸総合運動

公園球技場  神戸総合運動公園第２

球技場  神戸総合運動公園テニスコ

ート  神戸総合運動公園体育館  神

戸総合運動公園補助体育館  神戸総

合運動公園野外ステージ  
 

別表第１（第２条関係）  別表第１（第２条関係）  

(1) 附属設備を除く有料公園施設  (1) 附属設備を除く有料公園施設  



都市公園名  有料公園施設  

［略］  

王子公園  

 

 

 

 

 

 

［略］  

［略］  

陸 上 補 助 競 技 場

 バ レ ー ボ ー ル

コ ー ト  相 撲 場

 動 物 園  動 物

園 ホ ー ル  駐 車

場  

［略］  

(2) 附属設備である有料公園施設  

都市公園名  有料公園施設  

［略］  

王子公園  

 

 

 

 

 

 

［略］  

［略］  

陸 上 競 技 場  陸

上 補 助 競 技 場  

バ レ ー ボ ー ル コ

ー ト  プ ー ル  

相 撲 場  動 物 園

 動 物 園 ホ ー ル

 駐車場  

［略］  

 (2) 附属設備である有料公園施設  

都市公園名  有料公園施設  

［略］  ［略］  

王子公園  場 内 放 送 設 備  

テント  電源  

［略］  ［略］  
 

都市公園名  有料公園施設  

［略］  ［略］  

王子公園  附 属 会 議 室  夜

間 照 明 設 備  コ

イ ン ロ ッ カ ー  

場 内 放 送 設 備  

テ ン ト  競 技 用

器具  電源  

［略］  ［略］  
 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正  

部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  











附  則  

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第８条第２項の表、別表第１第

１号及び別表第２第６号のうち、陸上競技場に係る改正規定並びに別表第１第２

号、別表第２第７号及び別表第２備考の改正規定は、令和７年９月１日から施行

する。  

 

理     由  

王子公園の再整備に当たり、条例を改正する必要があるため。  




